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モニタリング結果報告書

平成２０年８月

モニタリングの対象 医薬品の適正使用を推進すること
となる施策目標

１．政策体系上の位置付け

基本目標 １ 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進す
ること

施策目標 ６ 品質・有効性・安全性の高い医薬品・医療機器を国民が適切に
利用できるようにすること

施策目標 ６－３ 医薬品の適正使用を推進すること

個別目標１ 薬局機能を強化し、医薬分業を推進すること

（主な事務事業）
・医薬分業計画等策定事業
・薬局ヒヤリハット事例収集・分析事業

個別目標２ 薬剤師研修を充実すること

（主な事務事業）
・４年制卒薬剤師研修事業
・指導薬剤師養成事業
・専門薬剤師研修事業

個別目標３ 医薬品の適正使用の普及啓発を推進すること

（主な事務事業）
・医薬品適正使用啓発推進事業
・一般用医薬品販売安全対策普及事業

施策の概要（目的・根拠法令等）
１目的等

安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進するために、薬局機能
を強化し医薬分業を推進するとともに、薬剤師の資質の向上を図ることが重要な課題で
ある。薬局は医療提供施設として位置づけられ、医薬品等の供給拠点として、地域医療
・在宅医療への貢献が求められている。また、医療技術の高度化、医薬分業に伴う医薬
品の安全使用といった社会的要請に応え、医療の担い手として質の高い薬剤師が求めら
れており、各種研修等を実施している。医薬分業の推進や薬剤師研修を充実させるとと
もに、国民への医薬品適正使用のための情報提供体制を強化することにより、国民が医
薬品の特性等を十分に理解し、適正に使用することができるようになることを目的とし
ている。（医薬分業については別添１参照）

２根拠法令等
○薬事法（昭和３５年法律第１４５号）
○医療法（昭和２３年法律第２０５号）

主管部局・課室 医薬食品局総務課
関係部局・課室

（Ⅰ－６－３）
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２．施策目標に係る指標
施策目標に係る指標
（達成水準／達成時期）
※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９
１ 医薬分業率（全国・地域別）（単 51.6 53.8 54.1 55.8 集計中

位：％） 【－】 【－】 【－】 【－】
（－）

２ 研修・講習会等受講者数（延べ） 7,458 31,678 58,817
（単位：人） － － 【－】 【－】 【－】

（－）
（調査名・資料出所、備考）
・指標１は、社団法人日本薬剤師会調べによるが、平成１９年度の数値は現在集計中で

あり、平成２０年９月頃に公表予定である。なお、数値は全国平均であり、地域別に
ついては別添２参照。
【参考】社団法人日本薬剤師会ホームページ

http://www.nichiyaku.or.jp/

・指標２は、財団法人日本薬剤師研修センター及び社団法人日本病院薬剤師会調べによ
るものであり、数値は、指導薬剤師養成研修、４年制卒薬剤師研修及びがん専門薬剤
師研修の合算である。なお、本指標は平成１７年度から開始した新規事業の数値を掲
げているため、平成１６年度以前の数値はない。

（Ⅰ－６－３）
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（Ⅰ－６－３）

３．個別目標に係る指標等
個別目標１

薬局機能を強化し、医薬分業を推進すること

個別目標に係る指標
アウトカム指標

（達成水準／達成時期）
※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９
１ 医薬分業率（全国・地域別）（単 51.6 53.8 54.1 55.8 集計中

位：％） 【－】 【－】 【－】 【－】

（－）
※施策目標に係る指標１と同じ。

（調査名・資料出所、備考）
・指標１は、社団法人日本薬剤師会調べによるが、平成１９年度の数値は現在集計中で

あり、平成２０年９月頃に公表予定である。なお、数値は全国平均であり、地域別に
ついては別添２参照。
【参考】社団法人日本薬剤師会ホームページ

http://www.nichiyaku.or.jp/

施策目標・個別目標を達成するための主な事務事業の概要
事務事業名 医薬分業計画等策定事業
平成19年度 6百万円（補助割合：[国10／10]）
予 算 額 一般会計、年金特会、労働保険特会、その他（ ）
実 施 主 体 本省、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室）、検疫所

都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
その他（ ）

概要：医薬分業の一層の推進を図るため、医薬分業の進展状況等の地域の実情に即し
た医薬分業計画モデルを策定するとともに、医療連携体制における薬局の役割
や在宅医療における薬局の関与等に関する医療計画モデルを策定し、都道府県
に提示する。

事務事業名 薬局ヒヤリハット事例収集・分析事業
平成19年度 2百万円（補助割合：[国10／10]）
予 算 額 一般会計、年金特会、労働保険特会、その他（ ）
実 施 主 体 本省、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室）、検疫所

都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
その他（ ）

概要：薬局における医療安全の確保を図るため、ヒヤリ・ハット事例等の情報の収集
・分析の実施に向けて、その具体的方策等を検討する。
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（Ⅰ－６－３）

個別目標２
薬剤師研修を充実すること

個別目標に係る指標
アウトカム指標

（達成水準／達成時期）
※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９
１ 研修・講習会等受講者数（延べ） － － 7,458 31,678 58,817

（単位：人） 【－】 【－】 【－】

（－）
※施策目標に係る指標２と同じ。

（調査名・資料出所、備考）
・指標１は、財団法人日本薬剤師研修センター及び社団法人日本病院薬剤師会調べによ

るものであり、数値は、指導薬剤師養成研修、４年制卒薬剤師研修及びがん専門薬剤
師研修の合算である。なお、本指標は平成１７年度から開始した新規事業の数値を掲
げているため、平成１６年度以前の数値はない。

施策目標・個別目標を達成するための主な事務事業の概要
事務事業名 ４年制卒薬剤師研修事業
平成19年度 76百万円（補助割合：[国10／10]）
予 算 額 一般会計、年金特会、労働保険特会、その他（ ）
実 施 主 体 本省、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室）、検疫所

都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
その他（ ）

概要：薬学教育６年制課程の導入を踏まえ、４年制卒薬剤師の資質向上のための新た
な研修事業として、４年制課程では履修していない医療薬学分野、実務実習分
野を中心とした研修を実施する。

事務事業名 指導薬剤師事業
平成19年度 68百万円（補助割合：[国10／10]）
予 算 額 一般会計、年金特会、労働保険特会、その他（ ）
実 施 主 体 本省、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室）、検疫所

都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
その他（ ）

概要：薬学教育６年制課程における実務実習の開始に向けて、実習受入施設となる薬
局・病院において実習生の指導に当たる指導薬剤師を養成するための研修を実
施する。

事務事業名 専門薬剤師研修事業
平成19年度 115百万円（補助割合：[国10／10]）
予 算 額 一般会計、年金特会、労働保険特会、その他（ ）
実 施 主 体 本省、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室）、検疫所

都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
その他（ ）

概要：がん薬物療法等の専門分野における高度な知識・技能を有するがん専門薬剤師
を養成するため、一定の実務経験を有する勤務薬剤師を対象に研修を実施する。
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（Ⅰ－６－３）

個別目標３
医薬品の適正使用の普及啓発を推進すること

個別目標に係る指標
アウトカム指標

（達成水準／達成時期）
※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９
１ 消費者くすり相談の相談件数（延 9,906 8,790 10,505 11,696 12,477

べ）（単位：件） 【－】 【－】 【－】 【－】 【－】

（－）
2 医薬品適正使用啓発資材配布部数 4,000

（単位：枚） － － － － 【－】
（－）

（調査名・資料出所、備考）
・指標１は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構調べによる。

【参考】独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ
http://www.pmda.go.jp/

・指標２は、社団法人日本薬剤師会調べによるが、平成１９年度から開始した新規事業
の数値を掲げているため、平成１８年度以前の数値はない。

施策目標・個別目標を達成するための主な事務事業の概要
事務事業名 医薬品適正使用啓発推進事業
平成19年度 4百万円（補助割合：[国10／10]）
予 算 額 一般会計、年金特会、労働保険特会、その他（ ）
実 施 主 体 本省、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室）、検疫所

都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
その他（ ）

概要：医薬品等の適正使用に関する国民理解の向上を図るため、くすりの正しい使い
方（小学生向け、中学・高校・一般向け）スライドなど医薬品適正使用啓発資
材を作成するとともに、おくすりｅ情報を厚生労働省ホームページに開設しイ
ンターネットを介した積極的な広報を展開する。

事務事業名 一般用医薬品販売安全対策普及事業
平成19年度 9百万円
予 算 額 一般会計、年金特会、労働保険特会、その他（ ）
実 施 主 体 本省、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室）、検疫所

都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
その他（ ）

概要：一般用医薬品の販売に関して、リスクの程度に応じて専門家が関与し適切な情
報提供がなされる等の、実効性のある制度の構築を目的とした新たな医薬品販
売制度について、地方自治体や関係団体に対する説明会の開催、国民向けのポ
スターやリーフレットの作成・配布等により、周知を図る。
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資料：薬局数（厚生労働省医薬食品局調べ、1996年までは各年度12月31日現在、1997年以降は、各年度末現在）、処方せん枚数、�
　　　1,000人当たり処方せん枚数、医薬分業率（日本薬剤師会調べ）�
（注）医薬分業率の計算の仕方�

医薬分業率（％）＝　　　　　　　　　　　　×100薬局への処方せん枚数�
外来処方件数（全体）�

1989（平成元）年度�
1990（平成  2）年度�
1991（平成  3）年度�
1992（平成  4）年度�
1993（平成  5）年度�
1994（平成  6）年度�
1995（平成  7）年度�
1996（平成  8）年度�
1997（平成  9）年度�
1998（平成10）年度�
1999（平成11）年度�
2000（平成12）年度�
2001（平成13）年度�
2002（平成14）年度�
2003（平成15）年度�
2004（平成16）年度�
2005（平成17）年度�

36,670�
36,981�
36,979�
37,532�
38,077�
38,773�
39,433�
40,310�
42,412�
44,085�
45,171�
46,763�
48,252�
49,332�
49,956�
50,600�
51,233

13,542�
14,573�
15,957�
17,897�
20,149�
23,501�
26,508�
29,643�
33,782�
40,006�
45,537�
50,620�
55,960�
58,462�
59,812�
61,889�
64,508

95.2�
105.4�
111.7�
125.8�
140.6�
161.0�
182.5�
210.0�
238.1�
278.8�
307.3�
348.6�
393.7�
393.0�
418.8�
409.6�
425.2

11.3�
12.0�
12.8�
14.1�
15.8�
18.1�
20.3�
22.5�
26.0�
30.5�
34.8�
39.5�
44.5�
48.8�
51.6�
53.8�
54.1

年　次� 薬局数�
処方せん枚数�
（万枚／年）�

1,000人当たり処方�
せん枚数（枚／月）�

医薬分業率全国平均�
（％）�

薬局数及び処方せん枚数の推移�詳細データ

医薬分業の体制�

かかりつけ�
医院　A

かかりつけ�
医院　B

連絡・�
患者情報�

連絡・�
患者情報�

病　院�

かかりつけ薬局�

情報・指導・研修・備蓄等の支援�

地区支援センター（備蓄等）�

患
　
者�

連絡・�
患者情報�

連絡・�
患者情報�処方せん�

処方せん� 処方せん�

調剤�
服薬指導�
大衆薬�
受診の勧め�

処方せん�

受診� 受診�

受診�

 ［医薬分業の利点］�
1）使用したい医薬品が手元に無くても、患者に必要な医薬品を医師・歯科医師が自由に処方できること。�
2）処方せんを患者に交付することにより、患者自身が服用している薬について知ることができること。�
3）「かかりつけ薬局」において薬歴管理を行うことにより、複数診療科受診による重複投薬、相互作用の有無の確認などができ、
薬物療法の有効性・安全性が向上すること。�
4）病院薬剤師の外来調剤業務が軽減することにより、本来病院薬剤師が行うべき入院患者に対する病棟活動が可能となること。�
5）薬の効果、副作用、用法などについて薬剤師が、処方した医師・歯科医師と連携して、患者に説明（服薬指導）することにより、
患者の薬に対する理解が深まり、調剤された薬を用法どおり服用することが期待でき、薬物療法の有効性、安全性が向上すること。�
�

概　　要

医薬分業
別添１

STTBQ
長方形



別添２

都道府県別医薬分業率

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
1 秋田 71.7% 1 秋田 72.9% 1 秋 田 71.4% 1 秋 田 73.5%
2 佐賀 69.7% 2 佐賀 71.4% 2 佐 賀 71.3% 2 佐 賀 71.8%
3 神奈川 68.6% 3 神奈川 70.7% 3 神奈川 70.3% 3 神奈川 71.2%
4 沖縄 65.4% 4 沖縄 67.5% 4 新 潟 66.1% 4 新 潟 68.3%
5 宮城 64.2% 5 宮城 66.0% 5 宮 城 65.7% 5 宮 城 67.2%
6 東京 63.7% 6 新潟 65.4% 6 沖 縄 65.3% 6 東 京 66.4%
7 新潟 61.8% 7 東京 65.4% 7 東 京 65.2% 7 沖 縄 65.3%
8 宮崎 60.7% 8 宮崎 62.9% 8 宮 崎 62.9% 8 北海道 64.1%
9 青森 59.5% 9 北海道 61.8% 9 北海道 62.0% 9 宮 崎 63.9%
10 北海道 59.3% 10 千葉 61.4% 10 千 葉 61.2% 10 岩 手 63.1%
10 千葉 59.3% 10 青森 61.4% 10 青 森 61.0% 11 千 葉 62.9%
12 福岡 59.1% 12 福岡 60.8% 12 岩 手 60.7% 12 青 森 62.2%
13 長崎 58.9% 13 岩手 60.3% 13 福 岡 60.5% 13 福 岡 62.0%
14 岩手 58.5% 14 長崎 59.7% 14 長 崎 59.1% 14 福 島 60.5%
15 鳥取 57.3% 15 鳥取 59.5% 15 鳥 取 59.0% 15 埼 玉 60.4%
16 鹿児島 56.3% 16 福島 58.6% 16 福 島 58.5% 16 茨 城 60.1%
17 茨城 56.1% 17 茨城 58.1% 17 埼 玉 58.2% 16 長 崎 60.1%
18 福島 55.8% 18 鹿児島 57.8% 18 山 梨 58.0% 18 山 梨 59.9%
19 山口 55.7% 19 山梨 57.7% 19 茨 城 57.6% 19 大 分 59.1%
20 埼玉 55.0% 20 埼玉 57.6% 20 鹿児島 57.4% 20 鳥 取 59.0%
21 大分 54.9% 21 大分 57.5% 21 大 分 57.2% 21 鹿児島 58.9%
22 静岡 54.0% 22 山口 57.0% 22 山 口 56.6% 22 静 岡 58.0%
23 山梨 53.9% 23 静岡 56.3% 23 静 岡 56.6% 23 山 口 57.9%
24 広島 53.4% 24 広島 55.4% 24 広 島 55.3% 24 広 島 57.2%

平均 51.6% 平均 53.8% 平均 54.1% 平均 55.8%
25 熊本 50.7% 25 熊本 52.8% 25 熊 本 52.9% 25 山 形 54.0%
26 山形 50.5% 26 山形 52.0% 26 山 形 52.3% 26 熊 本 53.8%
27 長野 50.4% 26 長野 52.0% 26 兵 庫 52.3% 26 兵 庫 53.8%
28 兵庫 49.1% 28 兵庫 51.4% 28 長 野 51.8% 28 長 野 52.9%
29 岐阜 45.8% 29 岐阜 48.5% 29 岐 阜 48.8% 29 島 根 51.1%
30 香川 45.5% 30 香川 48.3% 30 香 川 48.3% 30 岐 阜 50.2%
31 高知 44.4% 31 島根 46.9% 31 島 根 48.1% 31 香 川 49.7%
32 岡山 44.1% 32 岡山 46.1% 32 岡 山 47.0% 32 滋 賀 49.6%
33 島根 43.9% 33 高知 45.9% 33 滋 賀 46.6% 33 岡 山 48.5%
34 滋賀 42.7% 34 滋賀 45.6% 34 高 知 46.4% 34 高 知 48.1%
35 三重 41.5% 35 三重 43.7% 35 三 重 44.0% 35 栃 木 46.7%
36 愛知 40.2% 36 栃木 42.7% 36 栃 木 44.0% 36 愛 知 45.7%
37 栃木 40.0% 37 愛知 42.3% 37 愛 知 43.7% 37 三 重 45.1%
38 群馬 37.1% 38 群馬 38.7% 38 奈 良 39.6% 38 奈 良 41.2%
39 奈良 35.9% 39 奈良 37.9% 39 群 馬 39.3% 39 群 馬 41.0%
40 愛媛 35.3% 40 大阪 37.3% 40 大 阪 38.6% 40 大 阪 40.7%
41 大阪 35.0% 41 愛媛 36.4% 41 愛 媛 36.1% 41 愛 媛 37.9%
42 富山 32.8% 42 徳島 34.7% 42 徳 島 35.1% 42 富 山 36.4%
43 徳島 32.4% 43 富山 34.1% 43 富 山 34.1% 43 徳 島 35.9%
44 京都 28.1% 44 石川 31.1% 44 石 川 32.6% 44 石 川 35.5%
45 石川 27.8% 45 京都 30.8% 45 京 都 32.3% 45 京 都 34.1%
46 和歌山 26.0% 46 和歌山 29.3% 46 和歌山 29.6% 46 和歌山 31.6%
47 福井 17.0% 47 福井 18.7% 47 福 井 20.1% 47 福 井 24.3%
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